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　このため、雇入時等健康診断においては、定期健康診断の選別聴力検査に代えて、250 ヘル

ツから 8,000 ヘルツまでの聴力の検査を行うこととしたものである。

　したがって、雇入れ時等以前に、既に中耳炎後遺症、頭頚部外傷後遺症、メニエール病、耳

器毒（耳に悪影響を及ぼす毒物）の使用、突発性難聴などで聴力が低下している者、あるいは

過去に騒音作業に従事してすでに騒音性難聴を示している者、日常生活においてヘッドホン等

による音楽鑑賞を行うことにより聴力障害の兆候を示す者について、各周波数ごとの正確な聴

力を把握することが特に重要となる。

ロ　定期健康診断

　騒音作業従事労働者の聴力の経時的変化を調べ、個人及び集団としての騒音の影響をいち早

く知り、聴覚管理の基礎資料とするとともに、作業環境管理及び作業管理に反映させることが

重要である。

　定期健康診断は６月以内ごとに１回、定期に行うことが原則であるが、労働安全衛生規則第

44 条又は第 45 条の規定に基づく定期健康診断が６月以内に行われた場合（オージオメータを

使用して、1,000 ヘルツ及び 4,000 ヘルツにおける選別聴力検査が行われた場合に限る。）には、

これを本ガイドラインに基づく定期健康診断（ただし、オージオメータによる 1,000 ヘルツ及

び 4,000 ヘルツにおける選別聴力検査の項目に限る。）とみなして差し支えない。

　また、第Ｉ管理区分に区分された場所又は屋内作業場以外の作業場で測定結果が 85dB（Ａ）

未満の場所における業務に従事する労働者については、本ガイドラインに基づく定期健康診断

を省略しても差し支えない。

　なお、オージオメータを使用して、1,000 ヘルツ及び 4,000 ヘルツにおける選別聴力検査の

みを行ったのでは、騒音性難聴のごく初期の段階では、所見なしと判定される可能性がある。

したがって、２回の定期健康診断のうち１回は、1,000 ヘルツ及び 4,000 ヘルツにおける閾値

を検査することが望ましい。

ハ　離職時等健康診断

　離職時又は騒音作業以外の作業への配置転換時（以下「離職時等」という。）の聴力の程度

を把握するため、離職時等の前６月以内に定期健康診断を行っていない場合には、定期健康診

断と同じ項目の検査を行うことが望ましい。

（４）検査の方法

イ　既往歴・業務歴の調査及び自他覚症状の有無の検査

　聴力検査を実施する前に、あらかじめ騒音のばく露歴、特に現在の騒音作業の内容、騒音レ

ベル、作業時間について調査するとともに、耳栓、耳覆いなどの保護具の使用状況も把握して

おく。

　さらに、現在の自覚症状として、耳鳴り、難聴の有無あるいは最近の疾患などについて問視

診により把握する。

ロ　1,000 ヘルツ及び 4,000 ヘルツにおける選別聴力検査

　オージオメータによる選別聴力検査は、1,000 ヘルツについては 30dB、4,000 ヘルツについ

ては 40dB の音圧の純音が聞こえるかどうかの検査を行う。
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　なお、検査は、検査音の聴取に影響を及ぼさない静かな場所で行う。

ハ　250、500、1,000、2,000、4,000、8,000 ヘルツにおける聴力の検査。

　この検査は、オージオメータによる気導純音聴力レベル測定法による。

　なお、250 ヘルツにおける検査は省略しても差し支えない。

　コンピュータ制御自動オージオメータを使用する場合は、そのプログラム及び操作は、手動

による気導純音聴力レベル測定法による成績と同じ成績が得られるようにする。

（５）聴力検査の担当者

イ　選別聴力検査については、医師のほか、医師の指示のもとに、本検査に習熟した保健婦、看

護婦等が行うことが適当である。

ロ　250、500、1,000、2,000、4,000、8,000 ヘルツにおける聴力の検査については、医師のほか、

医師の指示のもとに、本検査に習熟した保健婦、看護婦等が行うこと。

（６）健康診断結果の評価

イ　雇入時等健康診断結果の評価に当たっては、まず、雇入時等健康診断の結果に基づき、騒音

作業従事労働者の気導純音聴力レベルを求め、就業時の聴力として以後の健康管理上の基準と

する。

ロ　評価及び健康管理上の指導は、耳科的知識を有する産業医又は耳鼻咽喉科専門医が行う。評

価を行うに当たっては、異常の有無を判断し、異常がある場合には、それが作業環境の騒音に

よるものか否か、障害がどの程度か、障害の進行が著明であるかどうか等を判断する。

ハ　選別聴力検査の結果、所見のあった者に対して、騒音作業終了後半日以上経過した後に、

250、500、1,000、2,000、4,000、8,000 ヘルツにおける気導純音聴力レベルの測定を行い、

得られた結果を評価する。

　また、本検査を行った場合には、会話音域の聴き取り能力の程度を把握するため、次式によ

り３分法平均聴力レベルを求めて記載しておく。

３分法平均聴力レベル＝（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×１／３

　　Ａ：500 ヘルツの聴力レベル

　　Ｂ：1,000 ヘルツの聴力レベル

　　Ｃ：2,000 ヘルツの聴力レベル

（７）健康診断結果に基づく事後措置

　健康診断結果に基づく事後措置は、聴力検査の結果から表２に示す措置を講ずることを基本と

するが、この際、耳科的既往歴、騒音業務歴、現在の騒音作業の内容、防音保護具の使用状況、

自他覚症状などを参考にするとともに、さらに生理的加齢変化、すなわち老人性難聴の影響を考

慮する必要がある。

（８）健康診断結果の報告

　健康診断の結果報告については、平成２年 12 月 18 日付け基発第 748 号「じん肺法施行規則等


